
提

出

者

泉

房

穂

平
成
十
七
年
六
月
十
日
提
出

質

問

第

八

一

号

高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
己
決
定
の
支
援
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
己
決
定
の
支
援
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
質
疑
、
質
問
主
意
書
等
に
お
い
て
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
自
己
決
定
の
支

援
に
関
す
る
質
問
を
行
っ
て
き
た
が
、
基
本
的
人
権
に
係
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
か
ら
十
分
な
回
答

が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
今
後
の
障
害
者
自
立
支
援
法
案
の
質
疑
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
の
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
の
策
定
等
に
お
け
る
議
論
の
前
提
と
し
て
、
政
府
に
対
し
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
は
、
「
内
閣
は
、
質
問
主
意
書
を
受
け
取
つ
た
日
か

ら
七
日
以
内
に
答
弁
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
期
間
内
に
答
弁
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び

答
弁
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
義
務
の
違
反
は
、
国
家
公
務

員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
の
根
拠
と
な
り
得
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如

何
。

二

質
問
主
意
書
に
対
す
る
回
答
が
、
当
該
質
問
主
意
書
の
質
問
に
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
内
閣

は
、
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
答
弁
」
を
し
た
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

先
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
第
百
六
十
二
回
国
会
質
問
第
四
四
号
）
の
六
に
対
す
る
回
答
は
、
自
明
な
回
答
を
す
る
た

一



め
に
あ
え
て
質
問
の
内
容
を
曲
解
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
回
答
は
当
該
質
問
主
意
書
の
質
問
に
対
応
し
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
閣
は
、
先
の
質
問
主
意
書
の
六
に
対
し
て
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
「
答
弁
」
を
し
た
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
ま
た
、
国
民
の
基
本
的
人
権
に
係
る
重
要

な
問
題
に
つ
き
こ
の
よ
う
な
不
十
分
か
つ
不
誠
実
な
答
弁
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
答
弁
作
成
の
責
任
者
た
る
厚
生
労
働

大
臣
及
び
厚
生
労
働
事
務
次
官
に
対
し
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如

何
。

四

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
お
い
て
、
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
が
、

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
居

宅
介
護
支
援
を
受
け
た
場
合
又
は
介
護
保
険
施
設
か
ら
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
受

け
た
場
合
に
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
と
の
間
に
契
約
が
存
在
し
な
い
と
き
又
は
当
該
契
約
が
無
効
で
あ
る

と
き
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
若
し
く
は
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス

計
画
費
を
支
給
す
る
の
か
。

二



五

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
一
項
に
お
い
て

は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
援
対
象
を
高
齢
者
や
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
限
定
せ
ず
「
地
域
住
民
」
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
障
害
者
自
立
支
援
法
案
第
七
十
七
条
第
一
項
の
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
を
規

定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
障
害
者
を
対
象
と
し
た
相
談
支
援
事
業
や
権
利
擁
護
事
業
を
行

う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

六

市
町
村
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
案
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
全
部
又
は
一
部

に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
一
項
に

規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
そ
の
他
の
当
該
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

七

独
居
す
る
重
度
の
認
知
症
高
齢
者
な
ど
、
判
断
能
力
の
衰
え
か
ら
独
力
で
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
意
思
決
定
が

で
き
ず
、
か
つ
、
家
族
等
外
部
か
ら
の
助
力
も
得
ら
れ
な
い
高
齢
者
は
、
事
実
上
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
介
護
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
。

八

判
断
能
力
の
衰
え
た
被
保
険
者
に
対
し
て
も
介
護
保
険
料
の
納
付
を
義
務
付
け
て
い
る
以
上
、
保
険
者
た
る
市
町
村
は
、

三



こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
選
択
に
基
づ
き
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
義
務
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
見
解
如
何
。
ま
た
、
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の

三
十
八
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
権
利
擁
護
事
業
に
は
、
判
断
能
力
の
衰
え
た
被
保
険
者
が
そ
の
選
択
に
基
づ
き
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
こ
と
は
含
ま
れ
る
の
か
。

九

客
観
的
に
明
ら
か
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
重
度
の
認
知
症
高
齢
者
甲
は
、
介
護
保

険
料
を
納
付
し
て
い
る
が
、
独
居
で
他
人
の
助
力
を
得
ら
れ
な
い
た
め
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
保
険
者
乙
は
、
甲
を
含
め
た
被
保
険
者
の
生
活
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
漫
然
と
甲
が
介
護
保
険
料
を
支
払
い
な

が
ら
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
を
放
置
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
甲
は
乙

の
不
作
為
（
被
保
険
者
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
意
思
決
定
を
支
援
す
る
作
為
義
務
の
違
反
）
に
よ
り
財
産
上

の
損
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
九
条
に
規
定
す
る
不
法
行
為
に
よ

る
損
害
賠
償
責
任
に
基
づ
き
、
乙
か
ら
支
払
っ
た
介
護
保
険
料
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
如
何
。

十

独
居
の
認
知
症
高
齢
者
の
数
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
に
資
料
要
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
「
独
居
の
認
知
症
の
数
に
つ
い
て

四



は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
」
と
の
回
答
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
厚
生
労
働
省
と
し
て
、
認
知
症
高
齢
者
の
生
活
実

態
及
び
保
険
者
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
意
思
決
定
支
援
へ
の
取
組
状
況
を
調
査
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解

如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


